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( )

青
森
県
告
示
第
二
十
八
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
二
十
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指

定
医
療
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
一
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第

二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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( )

青
森
県
告
示
第
三
十
二
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
三
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医

療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三

第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
四
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
五
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
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民
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保
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尾
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療
所
保
健
相
談
セ

ン
タ
ー

サ
カ
イ
歯
科

津
島
歯
科

サ
ン
調
剤
薬
局
富
野
町
店

ひ
ば
か
り
調
剤
薬
局

の
り
た
調
剤
薬
局

薬
局
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が
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市
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造
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の
一
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一
一
六

一弘
前
市
大
字
黒
滝
字
二
ノ
川
瀬
一
の
一
二

五
所
川
原
市
字
大
町
九

弘
前
市
大
字
富
野
町
九
の
一

八
戸
市
日
計
一
丁
目
二
の
四
三

五
所
川
原
市
字
布
屋
町
五
六
の
二

五
所
川
原
市
中
央
五
丁
目
一
五

平
成
��･

�･

	�

��･


･

	�

��･


･

��

��･

�･

	�

��･


･

�

��･

�･

	�

��･

�･

	�

��･

�･

��



( )

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
六
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担

当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
七
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
及
び
特
定
配
偶

者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の

例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ
る

生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
再
開
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
三
十
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら

名
称
を
変
更
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の

規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青 森 県 報平成27年１月23日 金曜日 第3948号 4

事

業

者

事

業

所

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称

所

在

地

廃

止

年
月
日

医
療
法
人
仁
泉
会

八
戸
市
大
字
河
原

木
字
八
太
郎
山
一

〇
の
八
一

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
え
が
お
は

し
か
み

三
戸
郡
階
上
町
蒼

前
西
七
丁
目
九
の

四
〇
七

平
成

��

･

�･

��

名

称

所

在

地

指
定
年
月
日

佐
藤
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

津
島
歯
科

松
尾
歯
科

十
和
田
市
穂
並
町
一
〇
の
六

五
所
川
原
市
字
大
町
九

三
戸
郡
五
戸
町
字
愛
宕
後
二
六
の
一
四

平
成
��･

��･

�

��･

�･

�

��･

��･

�

ひ
ば
か
り
調
剤
薬
局

薬
局
マ
ー
チ

八
戸
市
日
計
一
丁
目
二
の
四
三

五
所
川
原
市
中
央
五
丁
目
九
四

��･

��･

�

��･

�･

��

名

称

所

在

地

再
開
年
月
日

伊
藤
眼
科
医
院

弘
前
市
大
字
南
大
町
二
丁
目
六
の
三

平
成
��･

��･

��



( )

青
森
県
告
示
第
三
十
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下

｢

例
に
よ

る
生
活
保
護
法｣

と
い
う
。)

第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
施

術
を
担
当
さ
せ
る
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
四
十
一
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第
五
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
六
年
十
二
月
十
日
収
去
さ
せ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果

の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
同
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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区

分

名

称

所

在

地

変

更

年
月
日

変
更
前

伊
藤
眼
科
医
院

変
更
後

伊
藤
眼
科

弘
前
市
大
字
南
大
町
二
丁
目
六
の

三

平
成

��

･

��･

��

氏

名

施
術
所
の
名
称

施

術

所

の

所

在

地

指
定
年
月
日

杉
山

昇
一

杉
山
整
骨
院

十
和
田
市
穂
並
町
一
五
の
一
七

平
成
��･

��･

�

氏

名

住

所

指
定
年
月
日

橋
本

壮
一
郎

沖
縄
県
宜
野
湾
市
宜
野
湾
二
丁
目
二
一
の
三
の
三
〇
二

平
成
��･

��･

��

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製
造
(輸
入
)
年
月

試
験
項
目

違
反
の
有
無
及
び

違
反
の
内
容

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前
期

用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
え
づ
け

26.12
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無

日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

Ｅ
Ｐ
ゴ
ー
ル

26.12
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無



( )

公

告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
二
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
る
公
告

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法

(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
定
款

変
更
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
七
年
一
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
ゆ
み
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

越
後

シ
ケ

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三
戸
郡
階
上
町
蒼
前
西
六
丁
目
九
の
一
二
八
五

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
心
身
に
障
害
の
あ
る
人
た
ち
及
び
そ
の
家
族
に
対
し
て
、
地
域
生
活
を
営
む
上

で
必
要
な
支
援
、
権
利
擁
護
、
社
会
参
画
を
促
進
す
る
た
め
の
支
援
、
就
労
支
援
、
職
業
能
力
の

開
発
な
ど
総
合
的
援
助
を
行
う
と
共
に
、
す
べ
て
の
人
が
豊
か
に
健
や
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社
会

の
実
現
を
目
指
し
、
も
っ
て
社
会
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

大
規
模
小
売
店
舗
の
立
地
に
関
す
る
意
見
の
概
要

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

(

平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町

村
か
ら
聴
取
し
た
意
見
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ユ
ニ
バ
ー
ス
湊
高
台
店

八
戸
市
湊
高
台
七
丁
目
一
の
二

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
ユ
ニ
バ
ー
ス

八
戸
市
大
字
長
苗
代
字
前
田
八
三
の
一

代
表
取
締
役

三
浦
紘
一

三

八
戸
市
の
意
見
の
概
要

意
見
な
し

四

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ

き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
の
意
見
の
概
要

ユ
ニ
バ
ー
ス
湊
高
台
店
が
出
店
を
計
画
し
て
い
る
地
域
は
、
第
一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
を
含

ん
で
い
る
た
め
、
都
市
計
画
法
に
よ
り
低
層
住
宅
の
良
好
な
住
環
境
が
守
ら
れ
て
い
る
地
域
で
あ

る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
届
出
書
に
よ
れ
ば
、
出
入
口
の
安
全
確
保
や
ス
ム
ー
ズ
な
誘
導
に
関
し
て
は
、

｢

特
に
混
雑
が
予
想
さ
れ
る
日
に
は
必
要
に
応
じ
て
交
通
誘
導
員
を
配
置｣

に
留
ま
り
、
搬
入
用

の
大
型
車
両
の
入
出
庫
に
関
し
て
の
安
全
対
策
要
員
や
ア
パ
ー
ト
に
近
接
し
た
廃
棄
物
保
管
施
設

の
臭
気
対
策
の
記
載
も
な
く
、
騒
音
対
策
も
消
極
的
な
も
の
で
あ
り
ま
し
た
。

住
み
よ
い
環
境
を
約
束
さ
れ
た
同
地
に
於
い
て
本
届
出
の
内
容
は
周
辺
住
民
へ
の
配
慮
を
欠
い

た
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

つ
い
て
は
、
３
カ
所
の
出
入
口
及
び
搬
入
口
へ
の
警
備
誘
導
員
の
常
時
配
置
並
び
に
廃
棄
物
保

管
庫
の
臭
気
対
策
及
び
騒
音
対
策
の
再
考
を
強
く
要
望
し
ま
す
。

五

意
見
書
の
縦
覧
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日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字
海
岸
24の
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後
期

用
配
合
飼
料

真
健
仕
上
Ｎ
‐
１
(Ｅ
Ｘ
Ｍ
)

26.12
粗
た
ん
白
質
､
粗
脂
肪
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､
リ
ン
､
粗
繊
維
､
粗
灰
分
､

Ｍ
Ｅ
､
水
分

無



( )

１

場
所

青
森
県
商
工
労
働
部
商
工
政
策
課
及
び
八
戸
市
庁

２

期
間

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
三
日
ま
で

３

時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
八
戸
市
庁
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

荒
井
興
業

二

氏
名

荒
井

明
浩

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
長
橋
字
橋
元
二
二
の
七
二

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
六)

第
四
〇
〇
三
六
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。建

設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

拓
明
電
気

二

氏
名

山
形

充

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

五
所
川
原
市
大
字
田
川
字
若
草
四
八
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
四)

第
四
〇
〇
〇
五
八
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

電
気
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
六
年
十
二
月
二
十
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届

出
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当

す
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
百
四
号(

病
院
の
長
、
老
人
ホ
ー

ム
の
長
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
の
長
及
び
保
護
施
設
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
る
べ
き
病

院
、
老
人
ホ
ー
ム
、
身
体
障
害
者
支
援
施
設
及
び
保
護
施
設
の
指
定)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。平

成
二
十
七
年
一
月
二
十
三
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

二
の
表
中

｢

を

｣
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あ
し
の
園

〃

金
木
町
川
倉
七
夕
野
八
四
の
四
四
二



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

｢

に
改
め
る
。

｣

正

誤
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地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
さ
く
ら
の
里

地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
こ
と
ぶ
き
苑

あ
し
の
園

〃

大
字
姥
萢
字
桜
木
四
二
四
の
一

〃

金
木
町
喜
良
市
桔
梗
野
二
〇
の
九

〃

金
木
町
川
倉
七
夕
野
八
四
の
四
四
二

平
成
��･

��･

��

号
外
第
八
四
号

発
行
年
月
日

発

行

番

号

建

築

住

宅

課

規

則

区

分

第
五
二
号

番

号

一

ペ
ー
ジ

下 段

四 行

第
十
八
条
第
一
項
第
二
号
中

誤

第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
中

正


